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④
年
末
調
整
後
に
配
偶
者
の
所
得
や

扶
養
家
族
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

※
還
付
申
告
は
１
月
下
旬
か
ら
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

市
・
県
民
税
　

　

平
成
20
年
中
に
所
得
の
あ
っ
た
人

や
、
所
得
が
な
か
っ
た
場
合
で
も
国

民
健
康
保
険
・
長
寿
医
療
（
後
期
高

齢
者
医
療
）
制
度
に
加
入
し
て
い
る

人
は
、
市
・
県
民
税
の
申
告
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
（
国
民
健
康
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
算
定

は
、
前
年
の
所
得
な
ど
に
基
づ
い
て

行
わ
れ
る
た
め
、
保
険
料
が
減
額
に

な
る
場
合
で
も
、
申
告
が
な
い
と
減

額
が
で
き
ま
せ
ん
）。

　

た
だ
し
、
次
の
人
は
申
告
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人

②
年
末
調
整
を
受
け
た
給
与
所
得
以

外
の
所
得
が
な
い
人

③
収
入
が
公
的
年
金
の
み
の
人

※
社
会
保
険
料
、
生
命
保
険
料
な
ど

の
控
除
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は

申
告
が
必
要
で
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の
　

①
申
告
用
紙
、
印
鑑

得
合
計
が
20
万
円
を
超
え
る
人

③
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
も
ら

い
、
主
た
る
給
与
以
外
の
給
与
収

入
金
額
と
給
与
所
得
・
退
職
所
得

以
外
の
所
得
の
合
計
額
が
、
20
万

円
を
超
え
る
人

※
②
と
③
に
つ
い
て
は
、
20
万
円
以

下
の
場
合
で
も
市
・
県
民
税
の
申

告
が
必
要
で
す
。

給
与
所
得
以
外
の
人

　

平
成
20
年
中
に
お
い
て
、
次
に
該
当

す
る
人
は
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

①
事
業
（
商
業
・
農
業
な
ど
）
を
営

ん
だ
人

②
地
代
・
家
賃
な
ど
の
不
動
産
収
入

が
あ
っ
た
人

③
雑
所
得
（
年
金
な
ど
）
が
あ
っ
た
人

④
土
地
や
建
物
、
株
式
の
売
却
な
ど

に
よ
り
、
所
得
の
合
計
額
が
基
礎

控
除
、
配
偶
者
控
除
、
扶
養
控
除
、

そ
の
他
の
所
得
控
除
の
合
計
額
よ

り
も
多
か
っ
た
人

　

所
得
税
の
確
定
申
告
と
市
・
県
民

税
の
申
告
の
時
期
が
近
づ
い
て
き
ま

し
た
。
鳥
取
市
役
所
で
は
、
駅
南
庁

舎
と
各
総
合
支
所
で
申
告
の
相
談
・

受
付
を
行
い
ま
す
。

　

期
限
間
近
に
な
る
と
窓
口
が
混
雑

し
ま
す
。
早
め
に
申
告
し
ま
し
ょ
う
。

所
得
税
　

　

所
得
税
は
、
自
分
で
所
得
と
税
額

を
計
算
す
る
申
告
納
税
制
度
に
な
っ

て
い
ま
す
。
所
得
と
税
額
を
正
し
く

計
算
し
、
期
限
内
に
申
告
と
納
税
を

済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

　

確
定
申
告
が
必
要
な
人
は
次
の
と

お
り
で
す
。

給
与
所
得
の
人

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
、

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

①
給
与
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え
る
人

②
給
与
所
得
・
退
職
所
得
以
外
の
所

※
農
業
所
得
は
、
収
入
金
額
か
ら
必

要
経
費
を
差
し
引
い
て
計
算
し
ま

す
。
農
業
所
得
を
申
告
す
る
際
に

は
、
収
入
金
額
と
必
要
経
費
が
分

か
る
よ
う
、
収
支
内
訳
書
を
作
成

し
、
通
帳
や
領
収
書
な
ど
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
還
付

　

次
の
よ
う
な
場
合
、
確
定
申
告
を

す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
金
が
還

付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

①
平
成
20
年
の
中
途
で
退
職
し
、
再

就
職
し
て
い
な
い
場
合

②
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
場
合

や
災
害
・
盗
難
な
ど
の
損
害
を
受

け
た
場
合
（
医
療
費
控
除
や
雑
損

控
除
を
受
け
ら
れ
ま
す
）

③
住
宅
の
取
得
や
一
定
の
増
改
築
の

た
め
に
、
銀
行
な
ど
か
ら
借
り
た

住
宅
資
金
の
借
入
金
残
高
が
あ
る

場
合
（
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

を
受
け
ら
れ
ま
す
）

申
告
の
相
談
・
受
付
は
２
月
16
日
（
月
）
〜
３
月
16
日
（
月
）

　
　
鳥
取
市
役
所
駅
南
庁
舎
と
鳥
取
税
務
署
で
は

　
　
　
　
２
月
22
日
・
３
月
１
日
の
日
曜
日
（
８ :

30
〜
17:

00
）
も
受
け
付
け
ま
す

確
定
申
告
の
準
備
は
お
早
め
に
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■所得税の確定申告（8:30 〜 17:00）
鳥取税務署（富安二丁目 89-4） （0857）22-2141
　申告書の提出は郵送でも受け付けます。また、休
日などには専用のポストを設置していますのでご利用
ください。なお、個人事業主の消費税の確定申告と
納税は 3 月 31日（火）までです。
■市・県民税の申告（8:30 〜 17:00）
　市役所駅南庁舎地下第 5 会議室および各総合支所
で受け付けます。
※総合支所の受付日程については総合支所だより 2 月

号をご覧ください。
※いずれも駐車スペースは限られており、混雑が予想

されます。申告にお越しの際は、なるべく公共交通
機関をご利用ください。

確定申告の準備はお早めに

②
印
鑑

③
源
泉
徴
収
票
（
確
定
申
告
を
提
出

し
な
い
人
の
み
）

ふ
る
さ
と
納
税
に
よ
る
寄
附

金
控
除

　

寄
附
先
の
地
方
公
共
団
体
か
ら

発
行
さ
れ
た
「
受
領
証
明
書
」
を
お

持
ち
の
う
え
、
平
成
21
年
３
月
16
日

（
月
）
ま
で
に
最
寄
り
の
税
務
署
に

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
所
得
税
は
還
付
、
個
人
住
民
税
は

税
額
控
除
に
な
り
ま
す
。

寄
附
金
控
除
の
対
象
が
拡
充

　

市
・
県
民
税
の
控
除
対
象
と
な
る

寄
附
金
は
、
市
町
村
な
ど
に
対
す
る

も
の
以
外
に
次
の
２
つ
が
あ
り
ま
す
。

①
住
所
地
の
都
道
府
県
共
同
募
金
会

②
住
所
地
の
日
本
赤
十
字
支
社
支
部

（
総
務
大
臣
の
承
認
な
ど
を
受
け

た
も
の
）

　

こ
れ
ま
で
は
、
寄
附
金
の
う
ち
10

万
円
を
超
え
る
額
が
対
象
で
し
た

が
、
平
成
20
年
度
の
税
制
改
正
に
よ

り
、
５
千
円
を
超
え
る
額
が
対
象
と

な
り
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
駅
南
庁

舎
市
民
税
課 

（
０
８
５
７
）
20-

３
４
１
７
／
各
総
合
支
所
市
民
福
祉

課
（
16
ペ
ー
ジ
参
照
）

た
場
合
は
、
障
害
者
控
除
の
対
象

と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
市
役
所

駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課 

 

（
０
８

５
７
）
20-

３
４
５
４
ま
で
。

各
種
控
除
に
つ
い
て
　

税
源
移
譲
に
伴
う
住
民
税
か

ら
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

　

平
成
18
年
末
ま
で
に
入
居
し
、
所

得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て

い
る
人
で
、
所
得
税
か
ら
控
除
し
き

れ
な
か
っ
た
額
が
あ
る
場
合
は
、
翌

年
度
の
市
・
県
民
税
（
所
得
割
）
か

ら
控
除
で
き
ま
す
。
対
象
に
な
る
人

②
通
帳
（
還
付
申
告
の
場
合
）

③
平
成
20
年
中
の
収
入
、
支
出
明
細

書
や
領
収
書
、
平
成
19
年
分
収
支

内
訳
書
（
控
）

④
平
成
20
年
分
の
給
与
や
年
金
、
配

当
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
や
支
払
証

明
書

⑤
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、
平

成
20
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
の

領
収
書
、
保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ

れ
る
金
額
の
明
細
書

⑥
雑
損
控
除
を
受
け
る
人
は
、
損
害

を
受
け
た
住
宅
や
家
財
の
明
細

書
、
領
収
書

⑦
平
成
20
年
中
に
支
払
っ
た
国
民
健

康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
保
険
料
、
国
民
年
金
保
険
料
の

額
の
分
か
る
も
の 

※
国
民
年
金

保
険
料
で
控
除
を
受
け
る
場
合
、

支
払
金
額
証
明
書
の
添
付
が
必
要

で
す
。

⑧
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
控
除

を
受
け
る
人
は
、
保
険
料
の
支
払

証
明
書

⑨
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
人
は
、
特

定
寄
附
金
の
明
細
書
や
領
収
書

⑩
障
害
者
や
勤
労
学
生
を
証
明
す
る

書
類

※
65
歳
以
上
の
人
で
知
的
障
害
者
、

ま
た
は
身
体
障
害
者
に
準
ず
る
も

の
と
し
て
要
介
護
の
認
定
を
受
け

は
、
平
成
21
年
３
月
16
日
（
月
）
ま

で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
告
先
】

◆
確
定
申
告
を
提
出
す
る
人

　

鳥
取
税
務
署
・
市
役
所
市
民
税
課
・

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

◆
確
定
申
告
を
提
出
し
な
い
人

　

市
役
所
市
民
税
課
・
各
総
合
支
所

市
民
福
祉
課

【
申
告
に
必
要
な
も
の
】

①
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申

告
書 

※
用
紙
は
鳥
取
税
務
署
、
市

役
所
市
民
税
課
、
各
総
合
支
所
市

民
福
祉
課
の
窓
口
で
受
け
取
る
か
、

鳥
取
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

JR 鳥取駅

産業道路

さざんか会館

ジャスコ
中央郵便局

さわやか会館

国
道
53
号

県民ふれあい会館

鳥取労働局
鳥取税務署

市民税課
市役所駅南庁舎

鳥取第一合同庁舎

申告と相談はこちらまで　2/16 〜 3/16
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